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第１章 はじめに 

  

１ 経営戦略策定の趣旨と位置付け 

(1) 経営戦略策定の趣旨 

本市の下水道事業は、市民生活と産業活動に欠かすことのできないライフラインとして昭

和 45年度に事業認可を受けて整備を進め、市の急速な発展に伴い数度の事業計画の見直し、

終末処理場の増設事業などを経て、平成 30年度末現在、処理区域内人口 81,245人、１日平

均処理水量 23,715㎥、下水道普及率 95.4％となり、概ね市内全域に普及するに至りました。 

しかし、今後の下水道事業経営は、人口減少や節水意識の向上、節水機器の普及などによ

り有収水量の伸びを期待することは難しく、これまでの整備により増大した資産をいかに維

持し、持続可能な事業であり続けるかが重要な課題となっています。 

このような状況から、「第６次知多市総合計画」を踏まえ、快適な生活環境を保持するとと

もに、収支バランスのとれた健全な下水道経営を持続するために、「知多市下水道事業経営戦

略」を策定しました。 

本経営戦略は、経営状況等の現状や将来予測を踏まえた上で、施設や設備に関する投資と

その財源を試算し、収入と支出を均衡させた投資・財政計画を策定し、安定的に事業を継続

するための中長期的な経営の基本計画です。 

 

(2) 経営戦略の位置付け 

本経営戦略は、総務省の「公営企業の経営に当たっての留意事項について」（平成 26年８

月 29日付）や「経営戦略の策定推進について」（平成 28年１月 26日付）を踏まえ、「知多市

公共下水道事業計画（事業計画）」及び「知多市公共下水道事業ストックマネジメント計画（ス

トックマネジメント計画）」等との整合を図り、策定しました。 

今後は、本経営戦略に基づいて、下水道事業経営を進めていきます。 

 

 

２ 計画期間 

令和２年度～令和 11 年度（10年間） 
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第２章 事業概要 

 

１ 事業の現況（平成 30 年度末現在） 

本市の下水道事業は、単独公共下水道である南部処理区と流域関連公共下水道である東部処

理区に大別され、南部処理区の一部区域は特定環境保全公共下水道となっています。 

また、南部処理区は昭和 46年３月に、東部処理区は平成４年３月にそれぞれ事業認可されて

います。 

なお、農業集落排水下水道事業の佐布里地区が令和２年度より南部処理区に統合する予定と

なっていることから、令和２年度以降を計画期間とする本経営戦略では佐布里地区を南部処理

区に含めます。 

(1) 普及状況 

平成 30年度末現在の処理区域内人口は南部処理区で 67,668人、東部処理区で 13,577人の

合計 81,245人で下水道普及率が 95.4％となり、下水道整備が概成している状況です。 

また、平成 30年度末現在の処理区域面積は南部処理区で 1,234.3ha、東部処理区で 189.7ha、

合計 1,424.0haとなっています。 

下水道の普及率は高いものの、節水意識の向上や節水機器の普及などにより、１人当たり

の汚水量は減少傾向にあり、今後もこの傾向は続くと考えられるため、将来の有収水量の増

加が見込めない環境の中で事業運営を行うことが想定されます。 

有収水量の動向は、今後の下水道施設の整備や下水道事業の経営に直接影響を及ぼすこと

から、長期的な視点に立って的確な需要の推計を行い、合理性のある施設整備を進めるとと

もに、更なるコスト削減に努めながら健全経営に取り組んでいく必要があります。 

 

処理区概要 
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（南部処理区）

公共下水道事業

特定環境保全公共下水道事業

（東部処理区）

公共下水道事業

（農業集落排水下水道事業）

佐布里地区
　　 ※令和２年度より南部処理区に統合予定
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下水道事業の概要（平成 30年度末現在） 

項目 概要 

処理区数 ２処理区（単独公共下水道の南部処理区と

流域関連公共下水道の東部処理区）※ 

事業認可年月 南部処理区 昭和 46年３月（48年経過） 

東部処理区 平成４年３月（27年経過） 

供用開始年月 昭和 48年３月（西部浄化センター）※ 

昭和 58年３月（南部浄化センター） 

地方公営企業法適用の有無 有（財務規定適用） 

事業計画面積 

（最新事業計画） 

南部 1,428.4ha（佐布里地区を含む） 

東部  194.7ha 

計画処理人口（水洗化人口） 

（最新事業計画） 

南部 68,935人（佐布里地区を含む） 

東部 13,226人 

整備面積 

 

南部 1,234.3ha 

東部  189.7ha   合計 1,424.0ha 

処理人口 南部 67,668人 

東部 13,577人    合計 81,245人 

  ※処理区の変遷 

・南部処理区の前身である西部処理区は、昭和 63年６月の西部浄化センターの廃止に

伴い南部処理区に統合 

・平成 23年３月に農村総合整備モデル事業整備の知多南部地区及び浦浜地区を南部処

理区に統合（ともに整備時に南部処理区へ接続済み） 

・令和２年４月に農業集落排水下水道事業整備の佐布里地区を南部処理区に統合予定 
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(2) 施設 

本市の下水道事業のうち、単独公共下水道である南部処理区は、終末処理場である南部浄

化センターで、流域関連公共下水道である東部処理区は、愛知県が事業運営している衣浦西

部流域下水道の終末処理場（衣浦西部浄化センター）で汚水処理しています。 

衣浦西部流域下水道は、矢作川・境川流域下水道基本計画の中に位置付けられ、本市の他、

知多半島内の半田市、阿久比町、東浦町及び武豊町の２市３町を対象として、昭和 58年度に

事業着手、平成３年４月に供用開始し、現在、全市町の汚水処理をしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

南部浄化センター           衣浦西部浄化センター 

 

汚水を終末処理場まで集めるため、汚水管渠
きょ

を南部処理区で約 339km、東部処理区で約 55km

の合計約 394㎞整備しています。汚水管渠の口径は最小で 50mm、最大で 1,500mmとなってい

ます。汚水中継ポンプ場は、南部処理区に８か所、東部処理区に１か所設けています。 

また、下水道施設には、上記以外に雨水管渠がありますが、現在は、土木事業として雨水

管渠整備を行っています。 

 

施設概要（終末処理場） 

項目 概要 

名称 南部浄化センター 

位置 知多市南浜町 25番地 

敷地面積 66,627.3m2 

処理方法 凝集剤添加標準活性汚泥法＋凝集剤添加

ステップ流入式多段硝化脱窒法 

排除方式 分流式 

運転開始年月 昭和 58年４月 

現有処理能力 37,130m3/日 
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施設概要（汚水管渠） 

項目 概要 

口径 50mm～1,500mm 

延長 南部処理区 約 339km 

東部処理区 約  55km 

 

 

 

 

項目 概要 

延長 南部処理区 約 7,590ｍ 

東部処理区 約 1,350ｍ 

 

 

 

 

 

 

(3) 広域化・共同化・最適化 

国土交通省では、広域化・共同化・最適化を推進しており、本市の下水道事業では、以下

の取組を実施しています。 

・県や近隣市町と協力し、流域下水道処理場へ脱水汚泥を集約し、焼却処理する広域汚泥

処理事業に取り組んでいます。平成 28年４月に愛知県へ事務委託を行っており、令和４

年度から処理を行う予定です。 

・令和２年４月に農業集落排水下水道事業整備の佐布里地区を南部処理区に統合する予定

です。 

 

なお、ここで「広域化」、「共同化」及び「最適化」とは、以下を指しています。 

・「広域化」とは、他の自治体との事業統合や流域下水道への接続 

・「共同化」とは、複数の自治体で共同して使用する施設の建設や、広域化・共同化を推進

するための計画に基づき実施する施設の整備、一部事務に係る管理・執行の共同 

・「最適化」とは、①他の事業との統廃合、②公共下水・集排、浄化槽等の各種処理施設の

中から、地理的・社会的条件に応じて最適なものを選択すること（処理区の統廃合を含

む。）、③施設の統廃合（処理区の統廃合を伴わない場合） 

 

 

 

 

名称 揚水能力 

西部中継ポンプ場 16.00 m3/分 

浜小根中継ポンプ場  8.50 m3/分 

古見中継ポンプ場 12.60 m3/分 

新舞子中継ポンプ場  0.51 m3/分 

にしの台中継ポンプ場  4.20 m3/分 

粕谷中継ポンプ場  6.40 m3/分 

佐布里中継ポンプ場  1.20 m3/分 

旭桃台中継ポンプ場  0.15 m3/分 

東部中継ポンプ場  2.00 m3/分 

汚水管渠布設状況 

施設概要（汚水中継ポンプ場） 施設概要（雨水管渠） 
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下水道事業の現状・課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国土交通省 HP “広域化・共同化の推進” 

 

広域汚泥処理事業の概要 
 

現況 広域汚泥処理 
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(4) 下水道使用料 

①汚水量の算定 

・水道水を使用する場合は、水道使用量を汚水量とします。 

・家庭用に井戸を使用する場合は、 

井戸のみ使用する場合   … 世帯人数×５m3/月 

井戸と水道を併用する場合 … 世帯人数×２m3/月＋水道使用量 

・家庭以外で事業用に井戸を使用する場合は、使用者が設置する計量装置によるほ

か、使用の態様を勘案して市が認定します。 

 

②下水道使用料 

下水道使用料には基本使用料と従量使用料があり、基本使用料は汚水量に関わらず一律

に必要となる使用料で、従量使用料は排出した汚水量に応じて必要となる使用料です。 

使用料は、以下により算定します。 

 

      

 

 

    ・基本使用料 １か月当たり 380円 

    ・従量使用料 以下の表のとおり（累進制） 

従量使用料 

１か月の汚水量 １㎥当たりの使用料 

10㎥までの分  53円 

10㎥を超えて 20㎥までの分 111円 

20㎥を超えて 40㎥までの分 121円 

40㎥を超えて 100㎥までの分 131円 

100 ㎥を超える分 141円 

 

・下水道使用料の改定状況 

平成 23年６月から従量使用料を採用 

平成 29年６月から従量使用料の単価を改定 

 

 

 

 

 

 

 

 

下水道使用料＝（基本使用料＋従量使用料）×消費税率 
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    ・下水道使用料実績 

条例上の使用料（１か月 20m3当たり、税込み） 

年度 下水道使用料 

平成 28年度 2,019円 

平成 29年度 2,181円 

平成 30年度 2,181円 

          ＊20m3当たりの使用料を使用料単価表により算定したもの 

 

実質的な使用料（20m3当たり、税込み） 

年度 下水道使用料 

平成 28年度 2,107円 

平成 29年度 2,310円 

平成 30年度 2,356円 

          ＊使用料合計を有収水量で除した値に 20m3を乗じたもの 

 

(5) 組織 

①業務運営組織 

本市の下水道事業は、水道部下水道課が運営しています。 

 

   ②執行体制（平成 31 年 4月 1日現在） 

    職員数は、現在 13人で、平成29年度に比べて１人の減となっており、職員数のピークである

平成14年度の合計21人に比べると８人減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下水道事業に携わる職員数の推移 

 

 

 

 

 

 
　（工務チーム４人・庶務チーム４人・施設管理チーム４人）

(1) 下水道事業及び農業集落排水下水道事業　(以下「下水道

事業等」という。)の予算、決算及び収入支出に関すること。

(2) 下水道事業等の計画及び認可に関すること。

(3) 下水道事業等の施工監督に関すること。

(4) 下水道事業等の受益者負担金に関すること。

(5) 下水道使用料に関すること。

(6) 排水設備の普及及び指導に関すること。

(7) 下水道事業等の管きょの維持管理に関すること。

(8) 中継ポンプ場及び佐布里浄化センターに関すること。

(9) 南部浄化センターに関すること。

水道部長―下水道課長―下水道課（12人）

下水道事業に携わる職員数

区　　　分 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

管理運営に従事する職員数（人） 14 13 12 11 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8

管渠部門 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

ポンプ場部門 - - - - - - - - - - - - - - - - -

処理場部門 7 6 5 5 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3

その他総務・管理部門 5 5 5 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3

建設事業に従事する職員数（人） 6 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4

農業集落排水下水道事業に従事する職員数（人） 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

計 21 19 18 17 16 16 16 15 14 14 14 14 14 14 14 14 13
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２ 民間活力の活用等 

(1) 民間活用 

国土交通省では、民間の資金やノウハウ、創意工夫を活用した官民連携の導入等を推進しており、

本市の下水道事業では、効率的な事業運営に向けて、平成 23年度から処理場・中継ポンプ場の運転

管理に係る包括的民間委託を実施しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

包括的民間委託のイメージ図 

 

(2) 資産活用 

国土交通省では、下水道汚泥・下水熱等の資源（資産を含む。）や、土地・建物等の資産（下水道

管渠やマンホール内の空間、マンホール蓋など）の活用を推進しており、本市の下水道事業は、乾

燥汚泥の下水道汚泥堆肥（緑園エース）としての販売を平成３年度から、下水処理の過程で発生す

る再生可能エネルギーである消化ガスの都市ガス原料としての売却を平成 29年度から、それぞれ行

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

削減 

削減 

従来 
包括的 
民間委託 

 

公共人件費 

公共人件費 
直接経費 

(ユーティリ

ティー費) 

運転管理 

委託費 

補修費 

運転管理 
＋ 

ユーティリ 

ティー管理 

＋ 
補修 
 

(一体発注) 
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３ 経営指標を活用した現状分析 

(1) 経営の健全性・効率性 

経営の健全性・効率性を現状分析するため、以下に８つの指標を示します。指標値は、地

方公営企業決算状況調査（決算統計、税抜き）値を示しています。 

 

経営の健全性・効率性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経営の健全性・効率性について、以下のことが確認できます。 

・最新の類似団体平均値に比べると、本市の下水道事業の経営は健全及び効率的です。 

・③流動比率（支払能力）が高く、④企業債残高対事業規模比率（債務残高）が０であり、

⑧水洗化率が高いことから、本市の下水道事業の経営基盤は強固なものになっています。 

・⑤経費回収率（汚水処理原価に対する使用料収入の割合）は100を下回り、最新の全国平

均値と比べると低い数値となっており、使用料収入の不足を他会計負担金で賄うことに

よって成り立っています。 

 

本市の下水道事業の経営は、一般会計から国が示す繰出基準額以上の繰入れを受けて経営

が成り立っており、今後、下水道使用料や一般会計負担金の増額は期待できない状況である

ことから、下水道使用料見直しの定期的な検討や、効率化による経費節減等を進めていく必

要があります。 

（単位：％，円） 

指標傾向 知多市
類似団体
平均値

全国平均値

①経常収支比率 高い方が良い 111.27 106.41 108.80

②累積欠損金比率 低い方が良い 0.00 25.32 4.27

③流動比率 高い方が良い 199.87 78.56 66.41

④企業債残高対事業規模比率 低い方が良い 0.00 610.17 707.33

⑤経費回収率 高い方が良い 99.48 88.37 101.26

⑥汚水処理原価 低い方が良い 109.64 143.05 136.39

⑦施設利用率 高い方が良い 60.86 58.83 60.13

⑧水洗化率 高い方が良い 99.00 92.90 95.06

経営指標
経営の健全性・効率性

※知多市は最新の平成30年度値。類似団体平均値及び全国平均値は平成29年度公表値（最新）
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なお、本市の下水道事業と県内他市町（平成 29年度）を比較すると、20m3/月当たりの下

水道使用料（税込み）は本市で 2,181円、県内平均で 2,045円であり、わずかに本市の方が

高くなっています。しかし、使用料平均単価（使用料収入を有収水量で除した価格、税込み）

は、本市で 115.5円/m3、県内平均で 126.2円/m3であり、本市値は県内平均の約 92％にとど

まります。（参考「地方公営企業年鑑」） 

本市の特性として、排水量の大きな事業所の比重が他市町に比べて低いため、下水道使用

料の改定に際しては、特性を考慮して検討することが重要です。 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 県内比較（平成 29年度、下水道使用料） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県内比較（平成 29年度、使用料平均単価） 
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(2) 施設の老朽化 

施設の老朽化を現状分析するため、以下に３つの指標を示します。指標値は、地方公営企

業決算状況調査（決算統計）値を示しています。 

 

老朽化の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設の老朽化について、以下のことが確認できます。 

・他都市に先駆けて事業に着手した本市の下水道事業では、①有形固定資産減価償却率（償

却資産における減価償却済の部分の割合）が非常に高く、多くの施設の老朽化が進んで

いる状況です。 

・②管渠老朽化率が０となっていますが、これは標準耐用年数を経過した管渠がないこと

によるもので、今後５年以内に経過した管渠が発生する見込みです。 

・③管渠改善率は、その年に更新した管渠の延長割合であり、改築・更新が進んでいませ

ん。 

 

本市の下水道事業では、多くの施設の老朽化が進んでおり、今後、施設更新費用や施設修

繕費が増加する見込みです。 

また、管渠施設について点検・調査、改築・更新が進んでいないため、ストックマネジメ

ント計画に従い、施設の効率的な点検・調査や改築・修繕を進める必要があります。 

 

 

 

（単位：％） 

指標傾向 知多市
類似団体
平均値

全国平均値

①有形固定資産減価償却率
低い方が
老朽化していない

51.99 23.42 38.13

②管渠老朽化率
低い方が
老朽化していない

0.00 0.15 5.37

③管渠改善率
高い方が
老朽化していない

0.01 0.14 0.23

老朽化指標
老朽化の状況

※知多市は最新の平成30年度値。類似団体平均値及び全国平均値は平成29年度公表値（最新）
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第３章 将来の事業環境 

 

１ 処理区域内人口（水洗化人口） 

日本の人口は、少子高齢化が進み、今後も人口は減少し続けると推測されています。本市の

行政人口（住民基本台帳ベース）についても、平成 21 年度をピークに減少に転じており、知

多市人口ビジョンでは、この傾向が継続すると見込んでいます。 

処理区域内人口は、行政人口と密接に関連していることから、同ビジョンにおける減少傾向

と同様に、緩やかに減少していくと予測されます。 

具体的には、下水道整備が概成していることから、本市策定の「人口ビジョン」等に基づく

将来行政人口に、現況人口比率等を用いて処理区域内人口を設定します。 

また、水洗化率の実績から今後の伸びを予測し、今後の水洗化人口を予測しています。 

なお、令和２年度には、処理区統合により農業集落排水佐布里地区の人口を加算しています。 

 

２ 有収水量 

有収水量は、下水道使用料収入を算定する際の重要な基礎諸元で、今後とも増加することは

望めない状況です。 

本経営戦略では、先に求めた水洗化人口に相当する接続件数に１件当たりの有収水量（有収

水量原単位）を乗じることにより、将来の有収水量を予測します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有収水量と水洗化人口 
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３ 使用料収入 

使用料収入は、新規事業所の接続により一旦は増加するものの、その後は減少していく見通

しです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用料収入 
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４ 施設 

(1) 下水道管路施設 

管路施設は、経過年数 40年以上の管渠延長が約 24％（約 96km）あり、今後 10年間で標準

耐用年数 50年を経過するため、道路陥没等の老朽化に伴う障害の発生や、雨天時浸入水等の

老朽化に伴う不明水の増加につながる恐れが高くなります。 

また、劣化傾向が顕在化する経過年数 30年以上の管渠延長が 50％を超えている状況です

が、老朽管の点検・調査はストックマネジメント計画で位置付けたところであり、まだ実施

していません。今後、管路施設の点検・調査、改築・更新を計画的に進めていく必要があり

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

管路施設の年度別布設延長 

 

(2) 処理場・中継ポンプ場施設 

本市の下水道事業では、ストックマネジメント計画を策定しており、処理場・中継ポンプ

場について老朽化に伴う不具合や発生事象を特定した上で、その被害規模や起こりやすさに

基づいて改築・修繕等の優先順位（リスクランク）を判定しています。その結果、最も改築・

修繕の必要性が高いリスク５に区分された施設が処理場・中継ポンプ場ともに約半数を占め

る結果となっています。 

このことから、処理場・中継ポンプ場ともに改築・修繕の緊急度は既に高く、改築・修繕

を順次進めています。 

なお、ストックマネジメント計画では、処理場・中継ポンプ場の改築事業費を年度当たり

６億 8,000万円（平準化後）と試算しています。 
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処理場・中継ポンプ場施設のリスク評価結果 

 

【参考：リスク評価】 

リスク評価は、影響度と発生確率により評価します。影響度は、施設の機能、能力、コ

ストに基づく点数により評価します。発生確率は、目標耐用年数（標準耐用年数の 1.5倍

など）と設置後の経過年数等により評価します。 

リスク５：機能が発揮できない、又は、いつ機能停止してもおかしくない状態であり、精密

調査や設備の更新等が必要な状態。最も改築・修繕の必要性が高い。 

リスク４：劣化が進行しているが、長寿命化対策や修繕により機能回復できる状態。 

リスク３：劣化の兆候が現れており、消耗品の交換等が必要な状態。 

リスク２：安定運転ができ、機能上問題ないが、劣化の兆候が現れ始めた状態。 

リスク１：設置当初の状態で、運転上、機能上問題ない状態。  

 

５ 組織 

本市の下水道事業では、整備が概成していることから、今後とも現況程度の組織体制で取り

組む予定ですが、計画的な施設管理により持続的に下水道サービスを提供するためには、維持

管理の広域化や更なる民間委託の活用などの執行体制の補完について検討を進めていく必要が

あります。 

また、研修による人材育成や現場での技能向上に今後とも努め、職員の再任用等により知識、

技術の継承を図るなど、限られた人員においても組織力の強化に取り組んでいきます。 
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第４章 経営の基本方針 

本経営戦略で推進する基本方針は、第６次知多市総合計画を踏まえ、快適な生活環境を保持す

るため、施設の老朽化対策・災害対策を推進するとともに、下水道事業の健全経営に努めていき

ます。 

本市の下水道事業では、以下の６施策を実施・継続していきます。 

１ 施設の老朽化対策 

ストックマネジメント計画により、下水道施設の実状に基づいて、点検・調査から改築・修

繕までを効率的に実施していくものとし、支出の平準化を図りながら、処理機能に支障を来す

恐れのある経年化した設備等の老朽化対策を実施します。 

２ 施設の地震対策 

今後予測される南海トラフ地震発生による被害を最小限にし、市民生活を支えることができ

るよう、汚泥処理の中心施設である南部浄化センター汚泥棟や、重要な管渠の耐震化を進めま

す。 

３ 弾力的な下水道事業計画の推進 

本市の下水道事業の汚水管整備は概成していますが、市街化調整区域等の下水道未普及地域

が残っているため、浄化槽の設置状況等を勘案しながら、最適化を進めます。 

４ 民間活用等による支出抑制 

維持管理費を抑制するため、南部浄化センター等の運転管理の包括的民間委託を継続すると

ともに、機器を更新する際は効率的な機器を導入します。 

５ 広域化・共同化等による支出抑制 

現在取り組んでいる流域下水道処理場における広域汚泥処理について、県や他市町と連携し、

推進していきます。 

また、南部処理区への佐布里地区の統合を進めるとともに、小規模な中継ポンプ場の廃止（マ

ンホールポンプへの切替）について検討を進めます。 

６ 収入の確保 

維持管理費等に必要な収入を確保するため、未水洗世帯への戸別訪問による水洗化促進を行

うとともに、消化ガスを引き続き売却します。 
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第５章 投資・財政計画（収支計画） 
 

１ 計画の策定に当たって 

(1) 投資について 

経営の基本方針で掲げた６施策を実施するために必要となる次頁の各事業に投資します。 

(2) 財源について 

・収益的収入のうち料金収入は、下水道使用料収入とし、現行の料金制度を継続するもの

とします。 

・収益的収入のうち他会計繰入金（負担金）は、総務省が公表している繰出基準に基づく

試算値及び一部基準外繰入金を含みます。 

・収益的収入のうち長期前受金戻入には、令和元年度見込みまでの整備資産と令和２年度

以降に整備する資産の財源に対する金額及び農業集落排水下水道事業（佐布里地区）で

整備した管渠資産の財源に対する金額の合計とします。 

・収益的収入のうちその他の金額は、本市の事業計画（計画期間：令和２年度～令和６年

度）の値とし、令和７年度以降は令和６年度の値とします。 

・資本的収入のうち他会計繰入金（負担金）は、総務省が公表している繰出基準に基づく

試算値及び一部基準外繰入金を含みます。 

・資本的収入のうち国庫補助金は、現在の交付金制度により算定される額で計上します。 

・資本的収入のうち工事負担金は、受益者負担金を計上します。金額は本市の事業計画の

値とし、令和７年度以降は宅地転用によるものとします。 

・資本的収入のうちその他の金額は、本市の事業計画の値とし、令和７年度以降は令和６

年度の値とします。 

 

(3) 投資以外の支出について 

・職員給与費等は、本市の事業計画の値とし、令和７年度以降は令和６年度の値とします。 

・収益的支出のうち経費には、処理場・中継ポンプ場の運転管理委託費を含む委託費の項

目を追加します。また、修繕費の一部に、ストックマネジメント計画による事業予定額

を加えます。 

・収益的支出のうち減価償却費は、令和元年度見込みまでの整備資産、令和２年度以降に

整備する資産及び統合する佐布里地区の管渠資産の合計金額とします。 

・支払利息及び企業債償還金は、平成 30年度借入までの元利償還金に、令和元年度以降の

企業債に対する元利償還金を加えて計上します。  
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公共下水道事業スケジュール 

 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

決算
決算
見込

全体計画

点検調査

委託・工事

６　収入の確保

経営戦略
策定・見直し

水洗化促進

消化ガス精製設備
点検修理

朝倉駅周辺整備
関連事業設計・工事

４　民間活用等による
　　 支出抑制

南部浄化センター
包括運転管理委託

５　広域化・共同化等
　　 による支出抑制

広域汚泥処理関連
汚泥搬出設備更新委託

広域汚泥処理関連
乾燥・焼却撤去設計・工事

西部11号汚水幹線等
実施設計・建設工事

広域汚泥処理関連
建設負担金

衣浦西部流域
建設負担金

つつじが丘中継ポンプ場
撤去関連工事

３　弾力的な下水道事業
　　 計画の推進

事業計画等

面整備管渠
実施設計・工事

汚水管渠布設替工事

公共桝設置工事

２　施設の地震対策

管路重要路線
耐震診断調査

施設耐震診断

管路重要路線
耐震補強設計・工事

南部浄化センター
耐震補強設計・工事委託

事業年度

施　　　　策 事　　　　業

計画策定期間

１　施設の老朽化対策

ストックマネジメント
計画策定・見直し

管路点検・調査

施設健全度調査

修繕・定期点検修理等

汚水中継ポンプ場
老朽化対策（設計・工事）

南部浄化センター
老朽化対策（設計・工事）
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２ 投資・財政計画（収支計画） 

投資・財政計画の詳細は、25、26ページのとおりです。 

収益的収支は、広域汚泥処理開始に伴い解体される汚泥処理設備の解体工事費等が令和５年

度に営業費用に算入されるため、利益は一時的に減少しますが、それ以外の年度では概ね２億

円程度で推移する見込みです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

収益的収支（当年度純利益） 

 

資本的収支は、建設改良費や企業債償還金が継続的に必要であり、資本的収入以上に資本的

支出が発生します。今後、施設の老朽化対策工事や耐震工事が必要となるため、支出が増加す

る見込みです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

資本的収支（不足額） 
 

こうした中、健全な経営活動を継続していくために必要となる補填財源残高は徐々に増加し

ていくことが見込まれますが、管渠の耐震化等の建設改良費も増加するため、令和７年度以降

はほぼ横ばいになると予測されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

補填財源残高 
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３ 計画に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要 

本市の下水道事業における更なる効率化や経営健全化に向けて、投資・財政計画に反映する

ことができなかった取組（検討中の取組や今後検討することが望ましい取組）を中心に、以下

に整理します。 

(1) 今後の投資についての考え方・検討状況 

①広域化・共同化・最適化に関する事項 

・流域下水道処理場へ脱水汚泥を集約して焼却処理する共同化や、農業集落排水下水道

事業佐布里地区を南部処理区へ統合する最適化に取り組んでいます。これらの取組は

前章の投資・財政計画に反映済みです。 

・これらの取組を継続・実施していくとともに、更なる効率化に向けて、小規模な中継

ポンプ場の廃止（マンホールポンプへの切替）について検討を進めます。 

 

②投資の平準化に関する事項 

・企業債の借換え等により投資の平準化を図るとともに、今後の改築需要の増大に向け

て、ストックマネジメント計画を策定しています。 

・投資・財政計画では、ストックマネジメント計画における短期計画及び中長期計画の

内容を反映しています。 

・改築更新費の増大が見込まれることから、適宜、ストックマネジメント計画を見直し、

投資の平準化を図ります。 

 

③民間活力の活用に関する事項 

・社会情勢の変化や公営企業を取り巻く厳しい経営環境の下で、行政の効率化・活性化

のため、民間ノウハウの活用が求められており、本市においても、処理場・中継ポン

プ場の運転管理について包括的民間委託を実施しています。 

・近年、民間活力の活用に関する取組として、改築事業を含めたＰＰＰ・ＰＦＩの導入

が推奨されていますが、運転管理への導入については施設規模が大きく関係するため、

広域化・共同化と併せた形での導入検討を進めることが望まれます。 

・管渠維持管理等への包括的民間委託の拡大や、ＰＰＰ・ＰＦＩを含めた更なる民間活

用のあり方について今後、検討を進めます。 

 

④その他 

・国の動向や他団体の状況を注視して、必要に応じて投資に関する検討を進めていきます。 
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(2) 今後の財源についての考え方・検討状況 

①使用料の改定に関する事項 

・下水道事業は、地方財政法第６条の規定により特別会計を設け、企業の経営に伴う収

入（＝下水道使用料等）をもって充てなければならないとされており、当該企業の経

営に伴う収入をもって充てることが適当でない経費や、当該企業の性質上能率的な経

営を行っても経営の収入のみで充てることが困難であると認められる経費は、国の基

準で他会計からの繰出金で充てることが認められています。 

・本市の下水道事業の特性として、11ページに示すとおり、排水量の大きい事業所が少

ないことから、県内比較すると一般家庭の下水道使用料は県内平均を上回るものの、

使用料平均単価は県内平均の約 92％にとどまっています。 

・本戦略では、下水道使用料の改定については特に定めませんが、収入の大幅な増加は

見込めない状況であることから、今後とも収支に注視し、必要に応じて検討します。 

 

②資産活用に関する事項 

・下水道事業は資源の宝庫といわれ、下水処理の過程で発生する汚泥の建設資材・肥料

等への再生利用、下水処理水の雑用水利用、下水の持つ熱エネルギーの地域冷暖房等

への活用、消化ガスによる発電、処理場上部や管渠内空間の貸付け等が資産活用とし

て挙げられています。 

・本市の下水道事業では、現在、乾燥汚泥を肥料として販売するとともに、都市ガスの

原料として余剰消化ガスを売却しています。土地や施設空間等を利用した資産活用は

行っていません。 

・収入の大幅な増加は見込めない状況であることから、今後とも収支に注視し、資産活

用による収入増加の取組について検討します。 

 

③その他 

・国の動向や他団体の状況を注視し、財源確保に努めます。 

 

(3) 投資以外の経費についての考え方・検討状況 

①民間活力の活用に関する事項 

・本市の下水道事業においては、処理場・中継ポンプ場の運転管理を包括的民間委託し、

経費節減に寄与しています。今後は、下水道管渠の維持管理として、点検・調査、改

築・更新を計画的に進める必要があることから、管渠の維持管理についても包括的民

間委託を活用することを検討していきます。 
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②職員給与費に関する事項 

・本市の下水道事業では、過年度においては、最大 21人の職員体制で管理運営していま

したが、平成 30 年度においては 13人体制にて管理運営しています。 

・今後は、下水道施設の整備に加えて既存施設の改築需要の増加によって、担当職員が

不足することが考えられますが、民間活力の活用等によって効率的な運営を図ります。 

 

③動力費に関する事項 

・処理場・ポンプ場の運転管理を包括的民間委託しており、機械設備等の動力費も含め

て委託範囲としています。更新時期に合わせた省エネタイプへの切替えや効率的な運

転操作により、動力費の節減を図ります。 

 

④修繕費に関する事項 

・処理場・中継ポンプ場の機械・電気設備が老朽化しているため、計画的に修繕、改築・

更新を進めます。投資・財政計画では年度当たり１億 5,600 万円程度の修繕費を見込

んでいます。 

・ストックマネジメント計画では修繕計画についても策定しているため、これに基づき、

ライフサイクルコストの観点から適正な修繕を実施していきます。 

 

⑤委託費に関する事項 

・処理場・中継ポンプ場の運転管理を包括的民間委託しており、経費節減に寄与してい

ることから、これを継続していきます。 

・広域汚泥処理事業により、汚泥の処理・処分に係る経費を節減します。 

・下水道施設（管渠施設を含む。）の改築・更新に係る事業費を抑制・平準化するため、

ストックマネジメント計画に従い、計画的な点検・調査を行っていきます。 

 

⑥その他 

・国の動向や他団体の状況を注視し、上記以外の経費について節減に努めます。 
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第６章 経営戦略の事後検証、改定等に関する事項 

 

１ 事後検証のための指標 

本経営戦略は、令和 11 年度までの 10 年間の計画ですが、社会情勢が大きく変化する昨今

では、数年で本市の下水道事業を取り巻く環境が変化することが想定されます。 

健全な事業経営を持続するために掲げた取組を着実に遂行するため、以下の７指標を事後検

証のための指標に定め、進捗状況を管理します。 
 

事後検証指標の目標 
 

事後検証指標 

（経営指標） 
説明 算出式 目標 

経常収支比率 

経常費用を経常収入でどの程度

賄っているかを示す指標。100％

を超え比率が高いほど経営成績

は良好 

経常収益÷経常費用×

100 
100％以上 

累積欠損金比率 
複数年度にわたる営業活動によ

る損失（累積欠損金）の営業収

益に対する割合 

当年度末処理欠損金÷

（営業収益－受託工事収

益）×100 

０％ 

流動比率 
短期的な債務に対する支払能力

を示す指標 

流動資産÷流動負債×

100 
150％以上 

経費回収率 
使用料で賄うべき経費を、どの

程度賄えているかを示す指標 

下水道使用料÷汚水処

理費（一般会計負担分を

除く。）×100 

100％以上 

汚水処理原価 
有収水量１m3 当たりの汚水処理

に要する費用 

汚水処理費（一般会計負

担分を除く。）÷年間有収

水量 

類似団体平均以下 

水洗化率 
下水道処理区域内人口に対す

る水洗化人口の割合 

水洗化人口（現在水洗便

所設置済人口）÷下水道

処理区域内人口×100 

100％ 

管渠改善率 

管渠の更新投資・老朽化対策の

実施状況を表す割合であり、管

渠の更新ペースや状況を把握す

るための指標 

改善（更新・改良・修繕）

管渠延長÷下水道布設

延長×100 

４％以上 

 

 

２ 事後検証、改定等に関する事項 

健全な事業経営が持続できるよう、掲げた取組を着実に遂行するとともに、定期的に投資・

財政計画を検討していきます。このため、ＰＤＣＡサイクルを活用した進捗状況の管理を行い、

事後検証の指標に対する達成状況の公表（毎年）や経営戦略の見直し（５年に１度）について

も取り組んでいきます。 

（単位：％，円） 



 

 

 

２
５

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第2号（法適用企業・収益的収支）

894,220 （単位：千円，％）

年　　　　　　度 Ｈ30 Ｒ1

区　　　　　　分 決 算
決 算
見 込

１． (A) 1,072,262 1,087,505 1,065,864 1,095,936 1,103,309 1,090,889 1,102,056 1,097,997 1,110,475 1,118,309 1,130,086 1,142,138
(1) 832,528 864,650 849,545 841,364 835,727 825,000 822,273 819,273 816,545 813,727 810,636 807,818
(2) (B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(3) 227,175 212,103 205,498 243,847 249,514 261,321 275,216 274,157 289,362 304,334 319,202 334,072
(4) 12,559 10,752 10,821 10,725 18,068 4,568 4,568 4,568 4,568 248 248 248

２． 805,189 829,436 872,583 937,224 957,526 1,228,289 1,012,006 1,022,393 1,052,460 1,072,413 1,105,519 1,135,582
(1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(2) 793,153 816,095 846,586 893,995 938,030 1,212,364 998,459 1,008,846 1,038,913 1,071,405 1,104,511 1,134,574
(3) 12,037 13,340 25,997 43,229 19,496 15,925 13,547 13,547 13,547 1,008 1,008 1,008

(C) 1,877,451 1,916,940 1,938,447 2,033,159 2,060,835 2,319,177 2,114,062 2,120,390 2,162,935 2,190,722 2,235,605 2,277,720
１． 1,595,896 1,599,201 1,670,579 1,736,759 1,810,398 2,184,888 1,854,884 1,885,411 1,920,930 1,946,773 1,984,978 2,019,400
(1) 55,006 56,570 67,344 67,344 67,344 67,344 67,344 67,344 67,344 67,344 67,344 67,344

26,067 26,604 37,354 37,354 37,354 37,354 37,354 37,354 37,354 37,354 37,354 37,354
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28,939 29,966 29,990 29,990 29,990 29,990 29,990 29,990 29,990 29,990 29,990 29,990
(2) 661,957 652,711 679,006 694,302 713,144 1,052,440 689,120 694,265 688,946 678,537 678,445 678,399

258 355 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360
176,407 170,030 160,601 142,510 142,510 142,510 142,510 142,510 142,510 132,146 132,146 132,146

634 916 909 909 909 909 909 909 909 909 909 909
403,671 402,591 430,186 472,210 419,865 424,077 427,190 432,463 427,190 427,190 427,190 427,190
80,987 78,820 86,950 78,313 149,500 484,583 118,151 118,023 117,977 117,932 117,840 117,793

(3) 878,933 889,920 924,228 975,113 1,029,910 1,065,104 1,098,419 1,123,802 1,164,640 1,200,892 1,239,189 1,273,657
２． 91,476 100,261 69,814 60,759 52,854 44,942 42,826 39,234 36,943 35,343 34,045 32,771
(1) 90,057 81,791 68,813 59,758 51,853 43,941 38,269 34,677 32,386 30,786 29,488 28,214
(2) 1,419 18,470 1,001 1,001 1,001 1,001 4,557 4,557 4,557 4,557 4,557 4,557

(D) 1,687,372 1,699,462 1,740,392 1,797,518 1,863,252 2,229,830 1,897,709 1,924,645 1,957,873 1,982,116 2,019,023 2,052,171
(E) 190,079 217,478 198,054 235,641 197,583 89,348 216,353 195,745 205,061 208,606 216,582 225,549
(F) 410 2,213 2,213 2,213 2,213 2,213 2,213 2,213 2,213 2,213 2,213 2,213
(G) 119 216 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214
(H) 291 1,997 1,999 1,999 1,999 1,999 1,999 1,999 1,999 1,999 1,999 1,999

190,370 219,475 200,053 237,640 199,582 91,346 218,351 197,743 207,060 210,605 218,581 227,548
87,852 156,488 75,431 78,907 89,669 114,612 97,785 112,745 121,980 125,534 130,522 135,026

(I) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(J) 1,600,054 1,770,149 1,867,996 1,953,079 1,991,703 1,992,849 2,155,931 2,187,028 2,241,151 2,225,150 2,217,766 2,196,203

178,925 180,028 178,946 179,487 179,216 179,352 179,284 179,318 179,301 179,309 179,305 179,307
(K) 800,544 794,544 765,412 780,810 764,981 709,660 708,006 688,839 704,608 715,009 739,195 749,841

429,800 407,946 391,304 400,377 388,488 337,241 336,352 318,714 333,127 342,458 364,370 373,980
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

291,243 310,655 300,949 305,802 303,375 304,588 303,982 304,285 304,134 304,209 304,171 304,190
( I )

(A)-(B)

(L) － － － － － － －

(M) 1,072,262 1,087,505 1,065,864 1,095,936 1,103,309 1,090,889 1,102,056 1,097,997 1,110,475 1,118,309 1,130,086 1,142,138

－ － － － － － －

(N) － － － － － － －

(O) － － － － － － －

(P) － － － － － － －

－ － － － － － －

Ｒ10 Ｒ11

営 業 収 益

Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

基 本 給
退 職 給 付 費
そ の 他

Ｒ8 Ｒ9

料 金 収 入
受 託 工 事 収 益
負 担 金
そ の 他

職 員 給 与 費
営 業 費 用

収

益

的

収

支
支 払 利 息
そ の 他

支 出 計
経 常 損 益 (C)-(D)

収 入 計

収

益

的

支

出

動 力 費

収

益

的

収

入

営 業 外 収 益
補 助 金

他 会 計 補 助 金
そ の 他 補 助 金

そ の 他
長 期 前 受 金 戻 入

材 料 費
委 託 費
そ の 他

減 価 償 却 費
営 業 外 費 用

繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金
流 動 資 産

う ち 未 収 金
流 動 負 債

う ち 建 設 改 良 費 分

－

経 費

特 別 利 益

修 繕 費

う ち 未 払 金

累 積 欠 損 金 比 率 （ ×100 ）

う ち 一 時 借 入 金

特 別 損 失
特 別 損 益 (F)-(G)

当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)

損 益 勘 定 留 保 資 金 へ の 処 分

－ － － － －

投資・財政計画
（収支計画）

健 全 化 法 第 22 条 に よ り 算 定 した
資 金 不 足 比 率

(（N）/（P）×100)

地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

(（L）/（M）×100)

健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額

健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る
解 消 可 能 資 金 不 足 額

健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た
事 業 の 規 模

－

地 方 財 政 法 施 行 令 第 15 条 第 １ 項 に より 算定 した
資 金 の 不 足 額

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (A)-(B)

※各項目の数値は表示単位未満を四捨五入しているため、内訳数値による計算結果と合計欄及び差引欄の数値とは一致しない場合があります。 
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※各項目の数値は表示単位未満を四捨五入しているため、内訳数値による計算結果と合計欄及び差引欄の数値とは一致しない場合があります。 

様式第2号（法適用企業・資本的収支）

（単位：千円）
年　　　　　度 Ｈ30 Ｒ1

区　　　　　分 決 算
決 算
見 込

１． 184,500 517,000 623,700 760,500 449,700 512,300 374,000 572,200 480,700 480,700 448,200 480,700

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

２． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

３． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

４． 422,825 337,897 294,502 256,153 250,486 238,679 224,784 225,843 210,638 195,666 180,798 165,928

５． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

６． 156,500 457,428 510,730 675,620 444,800 515,550 298,200 477,900 510,400 510,400 477,900 510,400

７． 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1

８． 11,830 8,505 4,583 3,888 4,757 5,643 2,580 2,580 2,580 2,580 2,580 2,580

９． 125 250 260 270 390 400 400 400 400 400 400 400

(A) 775,779 1,321,081 1,433,775 1,696,431 1,150,133 1,272,572 899,965 1,278,924 1,204,719 1,189,747 1,109,879 1,160,009

(B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(C) 775,779 1,321,081 1,433,775 1,696,431 1,150,133 1,272,572 899,965 1,278,924 1,204,719 1,189,747 1,109,879 1,160,009

１． 494,319 1,133,898 1,217,299 1,577,600 1,017,584 1,108,488 729,432 1,245,254 1,185,640 1,240,640 1,148,640 1,204,640

32,255 32,770 32,770 32,770 32,770 32,770 32,770 32,770 32,770 32,770 32,770 32,770

２． 468,337 429,802 407,946 391,304 400,377 388,488 337,241 336,352 318,714 333,127 342,458 364,370

３． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

４． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

５． 0 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600

(D) 962,656 1,566,300 1,627,845 1,971,504 1,420,561 1,499,576 1,069,273 1,584,206 1,506,954 1,576,367 1,493,698 1,571,610

(E) 186,877 245,219 194,070 275,073 270,428 227,004 169,308 305,282 302,235 386,620 383,819 411,601

１． 180,338 33,932 0 0 0 0 54,554 59,512 78,529 146,149 148,155 166,594

２． 0 190,370 165,146 237,788 246,687 200,738 97,735 218,351 197,743 207,060 210,605 218,581

３．

４． 6,539 20,917 28,924 37,285 23,741 26,266 17,019 27,419 25,963 33,410 25,059 26,427

(F) 186,877 245,219 194,070 275,073 270,428 227,004 169,308 305,282 302,235 386,620 383,819 411,601

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(G) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,231,890 1,383,550 1,493,888 1,572,647 1,615,210 1,620,430 1,784,277 1,816,902 1,869,670 1,852,599 1,842,942 1,820,341

(H) 4,018,114 4,105,312 4,321,066 4,690,262 4,739,585 4,863,397 4,900,156 5,136,004 5,297,990 5,445,563 5,551,305 5,667,635

○他会計繰入金 （単位：千円）

年　　　　　度 Ｈ30 Ｒ1

区　　　　　分 決 算
決 算
見 込

227,175 212,103 205,498 243,847 249,514 261,321 275,216 274,157 289,362 304,334 319,202 334,072

36,823 48,843 48,619 47,937 47,287 46,517 45,963 49,653 49,181 48,557 47,915 47,260

190,352 163,260 156,879 195,910 202,227 214,804 229,253 224,504 240,181 255,777 271,287 286,812

422,825 337,897 294,502 256,153 250,486 238,679 224,784 225,843 210,638 195,666 180,798 165,928

22,881 17,067 11,713 8,133 11,634 9,782 9,732 10,572 12,600 16,164 16,209 16,255

399,944 320,830 282,789 248,020 238,852 228,897 215,052 215,271 198,038 179,502 164,589 149,673

650,000 550,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

Ｒ7 Ｒ8 Ｒ9 Ｒ10

他 会 計 負 担 金

(A)のうち翌年度へ繰り越さ
れる支出の財源充当額

純 計 (A)-(B)

企 業 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金

Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6

Ｒ9Ｒ3Ｒ2

う ち 基 準 内 繰 入 金

Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7 Ｒ8

損 益 勘 定 留 保 資 金 等

計

そ の 他

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 負 担 金

資

本

的

支

出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

他 会 計 へ の 支 出 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計

Ｒ10

資

本

的

収

支

補 塡 財 源 不 足 額 (E)-(F)

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　    (D)-(C)

補

塡

財

源

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

計

資

本

的

収

入

そ の 他

計

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

Ｒ11

Ｒ11

投資・財政計画
（収支計画）



 

２７ 

 

＜付録＞ 

用語の解説 

用  語 説  明 

あ行 

一般会計負担金（繰入金） 
一般会計から下水道事業会計に繰り出される資金。基準内繰入金

と基準外繰入金がある。 

汚水処理原価 

汚水処理に要した経費を有収水量で除したもの。有収水量１㎥あ

たり、どれくらいの経費が汚水処理費として必要であるかを示す

指標で、低い方が良い。 

【計算式】 

汚水処理費（一般会計負担分を除く）÷年間有収水量 

か行 

管渠改善率 

１年間に改築・更新した管渠延長が、総管渠延長に占める割合を

示す指標。１年間にどれだけ管渠の更新投資・老朽化対策を実施

したかを表す。 

【計算式】 

改善（更新・改良・修繕）管渠延長÷下水道布設延長×100 

管渠老朽化率 

総管渠延長のうち、法定耐用年数を経過した管渠がどれだけある

かを示す指標。高ければ高いほど、老朽化が進んでいることを表

す。 

【計算式】 

法定耐用年数を経過した管渠延長÷下水道布設延長×100 

官民連携 

ＰＰＰ（パブリック・プライベート・パートナーシップ）とも呼

ばれ、公共施設等の建設、維持管理、運営等を、自治体と民間企

業が連携して行うこと 

企業債 
地方公営企業が行う建設改良に要する資金に充てるために、国や

地方公共団体金融機構などから借り入れる長期借入金 

企業債残高対事業規模比

率 

事業規模に対して企業債残高（一般会計負担分を除く）がどれく

らいあるのかを示す指標 

【計算式】 

企業債残高（一般会計負担分を除く）÷営業収益（受託工事収益、

雨水処理負担金を除く）×100 

基準外繰入金 
一般会計からの繰入金のうち、総務省の定める繰出基準に基づか

ないもの 

基準内繰入金 
一般会計からの繰入金のうち、総務省の定める繰出基準に基づく

もの 

繰出基準額 
一般会計から下水道事業会計等の企業会計へ繰出しを行う資金の

うち、総務省の定める繰出基準によって算定された金額 



 

２８ 

 

用  語 説  明 

経常収支比率 

料金収入、一般会計負担金等の経常収入で、経常的な費用がどの

程度賄われているかを示す指標。100％を超え比率が高いほど経営

成績は良い。 

【計算式】 

経常収益÷経常費用×100 

経費回収率 

下水道使用料で回収すべき経費を、どの程度賄えているかを示す

指標。原則は、汚水処理に要する経費は全て使用料で賄うことと

されている。 

【計算式】 

下水道使用料÷汚水処理費（一般会計負担分を除く）×100 

下水道普及率 
下水道処理人口普及率とも呼ばれ、行政人口に対して、下水道が

利用できる人口の割合を示す指標 

減価償却 

管渠や処理施設などの資産の取得を行った場合に、その取得金額

を取得時に費用として一括計上するのではなく、資産の耐用年数

に応じて毎年少しずつ費用として計上する方法 

公共下水道事業 

主として市街地における下水を排除し、又は処理するために地方

公共団体が管理する下水道で、終末処理場を有するもの又は流域

下水道に接続するものであり、かつ、汚水を排除すべき排水施設

の相当部分が暗渠である構造のもの（下水道法第２条第３号） 

さ行 

施設利用率 

施設の利用状況や適正規模を判断するための指標。施設の処理能

力に対して、１日に実際どれくらい汚水処理をしているかを表す。 

【計算式】 

晴天時１日平均処理水量÷晴天時現在処理能力×100 

資本的収支 
企業の将来の経営活動に備えて行う建設改良及び建設改良に係る

企業債償還金などの支出と、その財源となる収入 

収益的収支 
一事業年度の企業の経営活動に伴い発生する全ての収益とそれに

対応する全ての費用 

水洗化率 
下水道処理区域内人口のうち、実際に終末処理場で汚水処理を行

っている人口の割合 

ストックマネジメント計

画 

下水道事業の役割を踏まえ、持続可能な下水道事業の実施を図る

ため、明確な目標を定め、膨大な施設の状況を客観的に把握、評

価し、中長期的な施設の状態を予測しながら、下水道施設を計画

的かつ効率的に維持管理するための計画 

 

 

 

 



 

２９ 

 

用  語 説  明 

た行 

地方公営企業法の財務規

定適用 

地方公共団体が経営する企業に、条例等により地方公営企業法を

適用する場合に、法の規定の全部を適用せずに、財務規定のみを

適用すること。法の規定を全て適用する「全部適用」に対して、

一部のみを適用するため「一部適用」ともいう。 

特定環境保全公共下水道

事業 

公共下水道のうち、市街化区域以外の区域において設置され、自

然保護などを目的とするもの 

な行 

農業集落排水下水道事業 

農業集落におけるし尿、生活雑排水などの汚水等を処理する施設

の整備により、農業用用排水の水質の汚濁を防止し、農村全域の

健全な水循環に資するとともに、農村の基礎的な生活環境の向上

を目的とするもの 

は行 

補填財源 

当年度純利益や、損益計算に計上された費用のうち、現金支出を

伴わない費用の計上によって発生する損益勘定留保資金など、会

計内部に留保される資金 

ＰＦＩ（ピーエフアイ） 

プライベート・ファイナンス・イニシアティブの略であり、公共

施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技

術的能力を活用して行う手法。ＰＰＰの代表的な手法の一つ 

ＰＤＣＡ（ピーディーシー

エー） 

ＰＤＣＡサイクルとも呼ばれる。計画（Plan）、実行（Do）、評価

（Check）、改善（Action）の４つのプロセスからなり、これらの

プロセスを繰り返すことで、品質の維持・向上及び業務状況を継

続的に改善していく手法 

ＰＰＰ（ピーピーピー） 

パブリック・プライベート・パートナーシップの略であり、「官民

連携」とも呼ばれる。公共施設等の建設、維持管理、運営等を、

自治体と民間企業が連携して行うこと 

包括的民間委託 
民間事業者が創意工夫やノウハウの活用により効率的・効果的に

運営できるように、複数の業務や施設を包括的に委託すること 

や行 

有形固定資産減価償却率 

有形固定資産のうち、償却資産の減価償却がどの程度進んでいる

かを示す指標。資産の老朽化の度合いを表す。 

【計算式】 

有形固定資産減価償却累計額÷有形固定資産のうち償却対象資産

の帳簿原価×100 

有収水量 下水道使用料計算の対象となる水量 

  



 

３０ 

 

用  語 説  明 

ら行 

ライフサイクルコスト 

管路や施設などの建設費用だけではなく、企画・設計・施工・運

用・維持管理・補修・改造・解体・廃棄に至る過程（ライフサイ

クル）で必要となる費用の合計額 

流域下水道 
２つ以上の市町村の区域における下水を排除するものであり、か

つ、終末処理場を有するもの 

流動比率 

企業の短期的な支払い能力を示す指標で、流動資産を流動負債で

除したもの 

【計算式】 

流動資産÷流動負債×100 

類似団体 

総務省が定める区分によって分類された同規模団体。下水道事業

は、処理区域内人口、処理区域内人口密度及び供用開始後年数の

３つの区分によって分類される。 

累積欠損金比率 

複数年度にわたる営業活動による損失（累積欠損金）の営業収益

に対する割合を示す指標 

【計算式】 

当年度未処理欠損金÷営業収益（受託工事収益を除く）×100 



 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

知多市下水道事業経営戦略 

令和２年３月策定 

 

 

知多市水道部下水道課 

〒478-0045 知多市南浜町 25番地（南部浄化センター内） 

電 話 0562-55-9591（直通） ＦＡＸ 0562-55-9222 

ＵＲＬ http://www.city.chita.lg.jp 

E-mail gesui@city.chita.lg.jp 


